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区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

堤防 ○ 1,384 m 8.2- 8.5
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 17 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 45 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 1 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

2 桑名市
三重県

（水管理・国土保全局）
桑名海岸
城南第2地区

桑名・四日市
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・各種イベント等の海岸利用との調整

堤防 ○ 2,660 m 3.0- 3.0 桑名市の一部 市街地・農地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

3 桑名市
三重県

（水管理・国土保全局）
桑名海岸
城南第1地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・景観への配慮

堤防 ○ 2,443 m 6.0- 8.0 桑名市の一部 市街地・農地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

4 川越町
三重県

（水管理・国土保全局）

川越海岸
川越地区
川越北地先

桑名・四日市
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・釣り等の海岸利用との調整

堤防 ○ 1,027 m 6.0- 7.0 川越町の一部 住宅地・農地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 418 m 7.1- 5.4
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと
認められた箇所への補修行う

樋門 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械器具等
を良好な状態に保つよう、年１回程度の定期点
検を行う。

6 川越町
三重県

（水管理・国土保全局）

川越海岸
川越地区
川越南地先

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・潮干狩等の海岸利用との調整

堤防 ○ 1,234 m 5.1- 7.5 川越町の一部 企業地・農地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

7 川越町
三重県

（水管理・国土保全局）

川越海岸
川越地区
川越東地先

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・釣り等の海岸利用との調整

堤防 ○ 1,573 m 6.0- 7.0 川越町の一部 企業地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

川越町
（水産庁）

川越漁港海岸
桑名・四日市
ブロック

桑名市

・耐震性能の強化を図る
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する

桑名市の一部 住宅地・農地

川越町の一部 住宅地・農地

1

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

5

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

三重県
（水管理・国土保全局）

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・景観への配慮
・漁業活動等の海岸利用との調整

長島海岸
長島地区

川越町



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 1,822 m 5.4- 7.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 6 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

護岸 ○ 2,339 m 1.3- 5.0
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 10 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

水門 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

護岸 ○ 254 m 5.0- 5.7
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

水門 ○ 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

11
四日市
市

三重県
（水管理・国土保全局）

四日市海岸
富田地区

桑名・四日市
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・松林の保全

護岸 ○ 1,132 m 7.0- 7.0 四日市市の一部 市街地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

護岸 ○ 806 m 1.6- 5.2
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 4 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

樋門 ○ 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

護岸 ○ 917 m 5.5- 5.5
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 1 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

10
四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
富双地区

桑名・四日市
ブロック

・耐震性能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する

四日市市の一部 企業地

9
四日市港管理組合

（港湾局）

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する。
・耐震性能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する。

川越町
四日市
市

四日市
市

四日市
市

四日市市の一部 市街地

四日市市の一部 市街地

8

13

四日市港海岸
富州原港地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮等に対する安全の確保する。
・耐震性能の強化を図る。
・護岸の高質化を図り、親水護岸として整備す
る。
・津波に対する安全性を向上する

川越町・四日市市
の一部

市街地・企業地

四日市市の一部 市街地

12
四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
富田港地区

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（水管理・国土保全局）

桑名・四日市
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・釣り、潮干狩等の海岸利用との調整

桑名・四日市
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全

四日市海岸
高松地区

四日市海岸
富田浜地区



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 944 m 5.5- 5.5
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 1 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,083 m 5.5- 5.5
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 3 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

護岸 ○ 2,263 m 5.1- 5.7
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

護岸 ○ 1,856 m 4.6- 5.2
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 4 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

護岸 ○ 2,620 m 1.5- 4.8
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 6 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

水門 ○ 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

胸壁 ○ 2,121 m 3.8- 6.1
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 26 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

樋門 ○ 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

四日市市の一部 市街地

18
四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
運河地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波に対する安全を確保する。
・震機能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する。

四日市市の一部 市街地

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
1号地地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波に対する安全を確保する。
・耐震機能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する。

四日市市の一部 市街地

16
四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
午起地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する。
・耐震性能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する。

市街地四日市市の一部

17
四日市
市

桑名・四日市
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・背後地整備事業との調整

四日市海岸
霞ヶ浦地区

四日市海岸
羽津地区

19
四日市
市

四日市
市

四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
大協地区

桑名・四日市
ブロック

・耐震性能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する。

四日市市の一部 市街地

四日市市の一部 市街地

桑名・四日市
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・花火大会等の海岸利用との調整

14

15

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（水管理・国土保全局）



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

胸壁 ○ 3,619 m 4.2- 5.8
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 37 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

護岸 ○ 2,318 m 4.5- 4.8
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 7 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

樋門 ○ 4 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

護岸 ○ 3,458 m 4.6- 6.7
台風や地震等の災害発生後の臨時点検や日常
巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修
を行う。

陸閘 5 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

樋門 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年次点検・月例点
検・巡視を行う。

堤防 ○ 401 m 6.6- 6.6
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 300 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 214 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

四日市市の一部 企業地
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22
四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
石原地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する。
・耐震性能の強化を図る。
・津波に対する危険性があることから背後地を
守る必要がある。

20
四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
2号地地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波に対する安全を確保する。
・耐震機能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する。

企業地四日市市の一部

三重県
（水管理・国土保全局）

桑名・四日市
ブロック

21
四日市
市

四日市港管理組合
（港湾局）

四日市港海岸
塩浜地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する。
・耐震性能の強化を図る。
・津波に対する危険性があることから背後地を
守る必要がある。

四日市市の一部 企業地

四日市市の一部 市街地
四日市海岸
磯津地区

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整

四日市
市



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 1,407 m 5.0- 6.6
日常巡視及び台風や地震等の災害発生後の臨
時点検、年に２回程度の定期点検を行い、必要
があると認められた箇所への補修を行う。

樋門 ○ 3 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年に２回程度、定期
点検を行う。

離岸堤 80 m ―
日常巡視及び台風や地震等の災害発生後の臨
時点検、年に２回程度の定期点検を行い、必要
があると認められた箇所への補修を行う。

養浜 ◎ - ―
日常巡視及び台風や地震等の災害発生後の臨
時点検、年に２回程度の定期点検を行い、必要
があると認められた箇所への補修を行う。

堤防 ○ 1,475 m 6.6- 6.6
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 20 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 94 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 1 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

26
四日市
市

三重県
（農村振興局）

楠海岸
楠地区

桑名・四日市
ブロック

― 堤防 511 m 5.7- 5.7 四日市市の一部 原野
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認
められた箇所への補修を行う。

堤防 ○ 1,092 m 5.6- 6.4
日常巡視及び台風や地震等の災害発生後の臨
時点検、年に２回程度の定期点検を行い、必要
があると認められた箇所への補修を行う。

樋門 ○ 2 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、年に２回程度、定期
点検を行う。

28
四日市
市

三重県
（水管理・国土保全局）

楠海岸
南五味塚地区

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・釣り等の海岸利用との調整

堤防 ○ 260 m 6.2- 6.2 四日市市の一部 市街地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮

楠海岸
吉崎地区

四日市市の一部 農地・市街地

24
四日市
市

四日市市
（水産庁）

磯津漁港海岸
（市町営）

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する。
・津波に対する安全性を向上する。
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。
・砂浜の保全を行う。
・貴重な動植物の保全を行う。
・景観へ配慮する。

四日市市の一部 市街地

27
四日市
市

四日市市
（水産庁）

楠漁港海岸
（市町営）

桑名・四日市
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する。
・津波に対する安全性を向上する。
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。
・貴重な動植物の保全を行う。
・景観へ配慮する。

四日市市の一部 市街地

四日市
市

25
三重県

（水管理・国土保全局）
桑名・四日市
ブロック



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 1,201 m 5.6- 6.2
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 286 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 2,005 m 0.3-6.2
台風や地震等の災害発生後の臨時点検，年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行う。

水門 ○ 6 基 ― 日常巡視及び年1回程度の定期点検を行う。

砂浜 330 m ―
地域住民の利用が多いことから，安全利用のた
めの状況を監視する

堤防 ○ 1,538 m 6.3- 6.3
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 120 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 804 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 16 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 731 m 1.7- 6.2
台風や地震等の災害発生後の臨時点検，年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行う。

水門 ○ 4 基 ― 日常巡視及び年1回程度の定期点検を行う。

砂浜 210 m ―
地域住民の利用が多いことから，安全利用のた
めの状況を監視する

鈴鹿海岸
南長太地区

三重県
（水管理・国土保全局）

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整

鈴鹿海岸
下箕田地区

鈴鹿市の一部 住宅地・農地

鈴鹿市
鈴鹿市
（水産庁）

若松漁港海岸
（市長村営）
若松地先

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・耐震性能の強化を図る
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・漁業関係者以外の利用者に配慮する
・砂浜の保全を行う
・貴重な動植物の保全

農地・住宅地鈴鹿市の一部

鈴鹿市

鈴鹿市の一部 農地・市街地

29

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整

鈴鹿市
三重県

（水管理・国土保全局）
鈴鹿市の一部 市街地

鈴鹿・津
ブロック

30 鈴鹿市
鈴鹿市
（水産庁）

鈴鹿漁港海岸
（市長村営）

北長太・下箕田地先

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・耐震性能の強化を図る
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・漁業関係者以外の利用者に配慮する
・砂浜の保全を行う
・貴重な動植物の保全

鈴鹿・津
ブロック

31

32



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣
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市町名
管理者
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ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 223 m 6.4- 6.4
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 131 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 2 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 1,461 m 4.2- 6.2
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 600 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 1,265 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 10 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

35 鈴鹿市
三重県
（港湾局）

千代崎港海岸
西河原地区

鈴鹿・津
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する

護岸 ○ 277 m 4.2- 4.2 鈴鹿市の一部 市街地・農地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

36 鈴鹿市
三重県
（港湾局）

千代崎港海岸
千代崎地区

鈴鹿・津
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する

護岸 ○ 441 m 4.2- 4.5 鈴鹿市の一部 市街地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 1,501 m 5.8- 5.8
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 5 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

鈴鹿市の一部 市街地

鈴鹿市

千代崎港海岸
原永地区

鈴鹿海岸
北若松地区

千代崎港海岸
山中地区

鈴鹿市の一部 住宅地・農地

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・漁業活動等の海岸利用との調整
・釣り、潮干狩等の海岸利用との調整

鈴鹿市の一部 市街地・農地
鈴鹿・津
ブロック

鈴鹿市

三重県
（港湾局）

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整

三重県
（水管理・国土保全局）

鈴鹿・津
ブロック

三重県
（港湾局）

鈴鹿市

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・津波に対する安全性を向上する
・松林の保全
・景観への配慮
・釣り、海水浴等の海岸利用との調整

鈴鹿・津
ブロック

33

34

37



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 711 m 5.8- 5.8
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 242 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

護岸 ○ 940 ｍ 2.1- 4.7
台風や地震等の災害発生後の臨時点検，年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行う。

水門 ○ 3 基 ― 日常巡視及び年1回程度の定期点検を行う。

堤防 ○ 937 m 5.8- 5.8
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 800 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

胸壁 ○ 202 m 4.1- 4.5
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 13 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

42 鈴鹿市
三重県
（港湾局）

白子港海岸
前浜地区

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・釣り等の海岸利用との調整

堤防 ○ 1,062 m 4.7- 5.8 鈴鹿市の一部 市街地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 2,383 m 5.7- 5.7
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 140 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 2 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・漁業活動等の海岸利用との調整

鈴鹿・津
ブロック

鈴鹿・津
ブロック

鈴鹿市の一部 農地・市街地

鈴鹿市の一部 市街地・農地

鈴鹿市の一部 市街地

鈴鹿市の一部 市街地

鈴鹿市の一部 市街地・農地

鈴鹿海岸
南若松地区

白子港海岸
江島地区

白子港海岸
白子地区

鈴鹿海岸
磯山地区

鈴鹿市

鈴鹿市

鈴鹿・津
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・釣り等の海岸利用との調整

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・景観への配慮
・釣り等の海岸利用との調整

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・耐震性能の強化を図る
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・漁業関係者以外の利用者に配慮する
・貴重な動植物の保全

鈴鹿市

三重県
（港湾局）

三重県
（水管理・国土保全局）

鈴鹿市
（水産庁）

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する

白子漁港海岸
（市長村営）
白子地先

鈴鹿市

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（港湾局）

鈴鹿市38

40

41

43

39



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 1,149 m 5.4- 5.7
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 514 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 4 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 1,776 m 4.6- 5.3
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 2 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 1,000 m 5.1- 5.1
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所
への補修を行う。

砂浜 ◎ 720 ｍ ―
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所
への補修を行う。

樋門 ○ 2 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう、月１回定期点検を行

堤防 ○ 929 m 4.1- 5.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 1,310 ｍ 4.0- 4.5
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所
への補修を行う。

砂浜 ◎ 600 ｍ ―
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所
への補修を行う。

樋門 ○ 1 基 ―
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年2回
程度の動作確認を実施し、適切に維持・修繕を

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・松林の保全
・景観への配慮

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・花火大会、マリンスポーツ等の海岸利用との
調整
・漁業活動等の海岸利用との調整

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・松林の保全
・景観への配慮
・マリンスポーツ等の海岸利用との調整
・漁業活動等の海岸利用との調整

津市の一部 住宅地

津市の一部 住宅地

津市の一部 農地・市街地

河芸海岸
千里地区

鈴鹿・津
ブロック

津市
三重県

（水管理・国土保全局）
河芸海岸
上野地区

鈴鹿・津
ブロック

津市
三重県

（水管理・国土保全局）

津市
津市

（水産庁）
河芸漁港海岸
（市長村営）

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・耐震性能の強化を図る
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・砂浜の保全を行う
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・漁業関係者以外の利用者に配慮する

津市
三重県

（水管理・国土保全局）

鈴鹿・津
ブロック

47

44

45

46

津海岸
白塚地区

津市の一部 住宅地・農地

48 津市
津市

（水産庁）
白塚漁港海岸
（市長村営）

鈴鹿・津
ブロック

市街地・農地津市の一部

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・耐震性能の強化を図る
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・砂浜の保全を行う
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・漁業関係者以外の利用者に配慮する



区域

海岸名 地区海岸名
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天端高
（T.P.ｍ）
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堤防 ○ 1,226 m 4.5- 4.6
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 3 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

砂浜 ◎ 1,226 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 1,426 m 4.4- 6.2
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 18 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 214 m 4.3- 4.3
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 2,194 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 540 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 3,485 m 4.6- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 ○ 19 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 4 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・海水浴、マリンスポーツ等の海岸利用との調
整
・漁業活動等の海岸利用との調整

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・漁業活動等の海岸利用との調整

津海岸
栗真地区

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・松林の保全
・景観への配慮
・漁業活動等の海岸利用との調整

津市の一部

津市の一部 農地・市街地

津市の一部 市街地

津市の一部 農地・市街地

津市の一部 市街地

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・松林の保全
・景観への配慮
・海水浴、マリンスポーツ等の海岸利用との調
整
・漁業活動等の海岸利用との調整

鈴鹿・津
ブロック

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・海水浴、マリンスポーツ等の海岸利用との調
整
・漁業活動等の海岸利用との調整

鈴鹿・津
ブロック

津市

津・松阪港海岸
阿漕藤枝米津地区

三重県
（港湾局）

鈴鹿・津
ブロック

三重県
（港湾局）

津市

津市

津市

津市

49

50

51

52

53

津・松阪港海岸
河芸地区

津・松阪港海岸
松本崎地区

津・松阪港海岸
中河原乙部地区

三重県
（港湾局）

鈴鹿・津
ブロック

三重県
（港湾局）

農地・市街地
三重県

（水管理・国土保全局）
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54 津市
三重県
（港湾局）

津・松阪港海岸
伊倉津地区

鈴鹿・津
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する

堤防 ○ 2,410 m 5.2- 5.9 津市の一部 市街地・農地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 892 m 4.1- 6.0
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所
への補修を行う。

砂浜 ◎ 350 ｍ －
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所
への補修を行う。

砂浜 2,395 m 6.1- 6.2
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 900 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 1,657 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 165 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 3 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 1,715 m 6.1- 6.2
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 3 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

59 松阪市
三重県
（港湾局）

津・松阪港海岸
松ヶ崎地区

松阪・伊勢
ブロック

・津波に対する安全性を向上する
・漁業活動等の海岸利用との調整
・釣り等の海岸利用との調整

堤防 ○ 178 m 6.0- 6.0 松阪市の一部 農地・住宅地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 1,278 m 5.8- 7.6
年１回程度、目視点検を行う。
台風・高潮等による事後点検（適時）

樋門 1 基 ―
施設及び施設を操作するため必要な機械、器具
等を良好な状態に保つよう３ヶ月に１回程度、定
期点検を行う。

61 松阪市
三重県
（港湾局）

津・松阪港海岸
猟師地区

松阪・伊勢
ブロック

・津波に対する安全性を向上する
・干潟に生息する貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整
・釣り等の海岸利用との調整

堤防 ○ 453 m 6.0- 6.0 松阪市の一部 農地・住宅地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

農地・住宅地
猟師漁港海岸
松阪市地区
（市町営）

松阪市の一部

津市の一部 農地・住宅地

松阪市の一部 農地

松阪市の一部 農地
・津波に対する安全性を向上する
・漁業活動等の海岸利用との調整

松阪・伊勢
ブロック

松阪・伊勢
ブロック

松阪・伊勢
ブロック

60 松阪市

松阪市

松阪市

・津波に対する安全性を向上する
・干潟に生息する貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整

鈴鹿・津
ブロック

三重県
（港湾局）

三重県
（港湾局）

松阪市
（水産庁）

津・松阪港海岸
香良洲地区

津・松阪港海岸
鵲地区

津・松阪港海岸
天白地区

津市
三重県
（港湾局）

57

58

56

・津波に対する安全性を向上する
・干潟に生息する貴重な動植物の保全
・松林の保全
・海水浴、マリンスポーツ等の海岸利用との調
整
・漁業活動等の海岸利用との調整

・津波に対する安全性を向上する
・干潟に生息する貴重な動植物の保全
・海水浴、マリンスポーツ等の海岸利用との調
整
・漁業活動等の海岸利用との調整

55 津市
津市

（水産庁）
香良洲漁港海岸
（市町営）

鈴鹿・津
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・耐震性能の強化を図る
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する
・松林の保全
・海水浴、マリンスポーツ等の海岸利用との調
整
・漁業関係者以外の利用者に配慮する

津市の一部 企業地



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
｢○｣

規模（現況）

市町名
管理者
（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

胸壁 ○ 1,479 m 3.3- 6.2
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 3 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

63 松阪市
三重県
（港湾局）

津・松阪港海岸
西黒部地区

松阪・伊勢
ブロック

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整
・釣り等の海岸利用との調整

堤防 ○ 543 m 6.0- 6.0 松阪市の一部 農地・住宅地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 3,047 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 1,602 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

65 明和町
三重県

（水管理・国土保全局）
明和海岸
川尻地区

松阪・伊勢
ブロック

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・海水浴・潮干狩り・たてぼし等の利用を考慮す
る。
・漁業活動等の海岸利用との調整

堤防 ○ 1,200 m 6.0- 6.0 明和町の一部 農地・住宅地
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 548 m 4.4- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 1 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 822 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 60 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 1 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 398 m 6.0- 6.0
台風や地震等の災害発生後の点検、年１回の巡
視点検を実施し、必要と認められる箇所を補修
する。

陸閘 2 基 ―
台風や地震等の災害発生後の点検、年１回の巡
視点検を実施し、必要と認められる箇所を補修
する。

明和海岸
北藤原地区

松阪・伊勢
ブロック

津・松阪港海岸
大口地区

企業地

農地・住宅地

明和町の一部 農地・住宅地

松阪・伊勢
ブロック

松阪市の一部

下御糸漁港海岸
（市町営）

・高潮・高波に対する安全を確保する。
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。
・耐震性能の強化を図る。
・クロノリの養殖等に配慮する。
・漁業活動等の海岸利用との調整

明和町の一部 農地

松阪市の一部

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・海水浴・潮干狩り・たてぼし等の利用を考慮す
る。
・漁業活動等の海岸利用との調整

68 明和町
明和町
（水産庁）

松阪・伊勢
ブロック

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・漁業活動等の海岸利用との調整

松阪・伊勢
ブロック

明和町

松阪市

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（港湾局）

松阪海岸
吹井ノ浦地区

62

松阪市64

67

・津波に対する安全性を向上する
・干潟に生息する貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整
・釣り等の海岸利用との調整

66 明和町
三重県

（水管理・国土保全局）
明和海岸
下御糸地区

松阪・伊勢
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・津波に対する安全性を向上する

明和町の一部 住宅地・農地



区域

海岸名 地区海岸名
地先名

天端高
（T.P.ｍ）

地域 状況

維持又は修繕の方法

延長等

受益の地域
及びその状況

区域番号
施設の
種類

新設
｢◎｣
改良
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市町名
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（所管）

ゾーン種別 整備の方向性

堤防 ○ 1,826 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 56 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 3 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 2,809 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 600 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

樋門 ○ 1 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 1,743 m 3.4- 6.0
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要と認
められた箇所への補修を行う。

離岸堤 ○ 241 m ―
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要と認
められた箇所への補修を行う。

72 伊勢市
三重県
（水産庁）

大淀漁港海岸
東大淀地区
（県営）

松阪・伊勢
ブロック

・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・漁業関係者以外の利用者に配慮する
・砂浜の保全を行う
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・貴重な動植物の保全を図る

堤防 ○ 1,066 m 3.4- 6.0
明和町・伊勢市の

一部
住宅地・農地

台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要と認
められた箇所への補修を行う。

堤防 ○ 2,138 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

離岸堤 958 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 42 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

護岸 ○ 879 m 3.6- 6.0
年1回程度の定期点検及び日常巡視、また台風
や地震時の災害発生後の臨時点検を行い、必
要な箇所への補修を行う。

陸閘 ○ 8 基 ―
月1回程度の点検及び台風や地震時の災害発
生後の臨時点検を行い、必要な箇所への補修を
行う。

住宅地
・高潮・津波に対する安全性を向上する。
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。
・耐震性能の強化を図る。

伊勢市の一部

伊勢海岸
北浜地区
北浜西地先

伊勢市の一部

村松漁港海岸
（市長村営）

松阪・伊勢
ブロック

住宅地・農地

明和町の一部 農地・企業地

71 明和町
三重県
（水産庁）

大淀漁港海岸
大淀地区
（県営）

松阪・伊勢
ブロック

・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・漁業関係者以外の利用者に配慮する
・砂浜の保全を行う
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・貴重な動植物の保全を図る

明和町・伊勢市の
一部

74 伊勢市
伊勢市
（水産庁）

住宅地・農地

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・松林の保全
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・漁業活動・釣り・潮干狩り等の利用を考慮する
・漁業活動等の海岸利用との調整

松阪・伊勢
ブロック

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・漁業活動・海水浴・花火大会・釣り・潮干狩り
等の利用との調整

明和町の一部 農地・住宅地

明和町

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・漁業活動等の海岸利用との調整

松阪・伊勢
ブロック

伊勢市

明和町

三重県
（水管理・国土保全局）

松阪・伊勢
ブロック

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（水管理・国土保全局）

明和海岸
浜田地区

明和海岸
大淀地区

73

69

70
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75 伊勢市
三重県

（農村振興局）
伊勢海岸
村松地区

松阪・伊勢
ブロック

・耐震性能の強化を図る。
・津波に対する安全性を向上する。
・砂浜・既存の動物・クロノリの養殖等に配慮す
る。

堤防 ○ 1,011 m 6.0- 6.0 伊勢市の一部 農地・住宅地
台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回
程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認
められた箇所への補修を行う。

堤防 ○ 251 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 38 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 3,647 m 3.4- 6.0
年1回程度の定期点検及び日常巡視、また台風
や地震時の災害発生後の臨時点検を行い、必
要な箇所への補修を行う。

陸閘 17 基 ―
月1回程度の点検及び台風や地震時の災害発
生後の臨時点検を行い、必要な箇所への補修を
行う。

堤防 ○ 272 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 124 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

堤防 ○ 1,335 m 6.0- 6.0
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 71 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

堤防 ○ 4,035 m 3.2- 4.3
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 ◎ 1,588 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

砂浜 ◎ ― ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 70 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

81 伊勢市
三重県

（水管理・国土保全局）
二見浦海岸
江地区

松阪・伊勢
ブロック

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・景観への配慮
・釣り、海水浴等の海岸利用との調整
・漁業活動等の海岸利用との調整

護岸 ○ 533 m 3.2- 6.2 伊勢市の一部 住宅地・観光施設
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

松阪・伊勢
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・景観への配慮

松阪・伊勢
ブロック

豊北漁港海岸
（市長村営）

松阪・伊勢
ブロック

・高潮・津波に対する安全性を向上する。
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。
・耐震性能の強化を図る。
・隣接堤防高にあわせた改修を行う。

伊勢市の一部 農地

伊勢市の一部 住宅地・農地

伊勢市の一部 住宅地

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・干潟に生息する貴重な動植物の保全
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・景観への配慮
・漁業活動・海水浴・釣り・潮干狩り等の利用を
考慮する

伊勢市の一部 住宅地

伊勢海岸
北浜地区
北浜東地先

伊勢市の一部 住宅地・農地

・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・ウミガメの産卵地等に配慮する
・景観への配慮
・潮干狩等の海岸利用との調整
・漁業活動等の海岸利用との調整

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（水管理・国土保全局）

三重県
（港湾局）

77 伊勢市
伊勢市
（水産庁）

79 伊勢市

・高潮・高波等に対する安全を確保する
・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・砂浜の保全を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・海水浴、マリンスポーツ等の海岸利用との調
整
・漁業活動等の海岸利用との調整

伊勢市

伊勢市

伊勢市

松阪・伊勢
ブロック

松阪・伊勢
ブロック

三重県
（港湾局）

伊勢海岸
東豊浜地区

宇治山田港海岸
大湊地区

宇治山田港海岸
二見地区
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堤防 ○ 595 m 5.0- 5.2
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

突堤 53 m ―
年２回の平常時パトロール及び異常時パトロー
ルによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行
う。

陸閘 ○ 6 基 ―
年２回の平常時パトロール、異常時パトロールに
よる巡視及び年１回の定期点検を実施し、適切
に維持・修繕を行う。

伊勢市の一部 住宅地
二見浦海岸
神前地区

三重県
（水管理・国土保全局）

松阪・伊勢
ブロック

・老朽化が進んだ施設の修繕を行う
・耐震性能の強化を図る
・津波に対する安全性を向上する
・貴重な動植物の保全
・景観への配慮
・釣り、海水浴等の海岸利用との調整
・漁業活動等の海岸利用との調整

伊勢市82














